
事業報告（令和05年10⽉ 1⽇〜令和06年 9⽉30⽇）の内容に基づき、以下のとおり情報提供します。（労働者派遣法第２３条第５項）

8 派遣労働者のキャリア形成支援制度に関すること

①キャリアアップに資する教育訓練計画

②キャリアコンサルティング

9 その他労働者派遣事業の業務に関し参考となる事項（福利厚生など）

・業務労災補償保険加入（労災保険にプラスして、会社が加入し、アルバイト・パートも利用可）

※ 情報提供の方法は、事業所への書類の備付け、インターネットの利用その他適切な方法により行うこと（則18条の2第1項）
    （マージン率の情報提供に当たっては、常時インターネットの利用によることを原則とする（派遣元指針 第2. 14））

管理部
㈱ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ･ﾜｰｸｽ 本社
電話025-247-1015

 管理者教育 GL or マネージャ昇格者 Off-JT 無償 有給

相談窓口 連絡先

 IT業界向け見積りノウハウ&WBS入門 リーダークラス Off-JT 無償 有給

 ユーザー要求定義とシステム要件定義 GL or マネージャ Off-JT 無償 有給

 ステップアップ研修 入社３年目以降 Off-JT 無償 有給

 ソフトウェア品質確保の手法 入社４年目以降 Off-JT 無償 有給

 技術者研修（Java）／社内実務参加研修 新卒採用者雇入時 Off-JT&OJT 無償 有給

 わかりやすい文書の書き方 入社２年目以降 Off-JT 無償 有給

教育訓練の内容
対象者

（雇入時・派遣中・入社○年目など）
訓練方法

（OJT・OFF-JT）

労働者の
費用負担

（無償・有償）

賃金支給
（有給・無給）

 ビジネスマナー 新卒採用者雇入時 Off-JT 無償 有給

7 労使協定の対象労働者の範囲
 派遣先でソフトウェア開発
 の業務に従事する従業員

上記、労使協定の有効期間の終期 2026年6⽉24⽇

5 マージン率（（３欄ー４欄）÷３欄）） 37.81 ％

6 労使協定の締結状況 労使協定締結済

3 労働者派遣に関する料金の額の平均額（１⽇８時間／円） 30,136 円

4 派遣労働者の賃金の額の平均額（１⽇８時間／円） 18,743 円

1 令和０7年６⽉１⽇現在 派遣労働者数 8 人

2 派遣先事業所数（実数） 2 事業所

事業所の所在地 新潟県新潟市中央区弁天１丁目４番２４号 大興ビル８Ｆ

労働者派遣事業所ごとの提供情報

許可・届出受理番号 派１５-３００１９９

事業所の名称 株式会社 コンピュータ・ワークス


